
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名 テニスコート整備工事(港島クリーンセンター跡地)土木 

契約変更後の工事概要 

砂入り人工芝：４，０５０㎡、防球フェンス：２８４ｍ 

造成工：１式、擁壁工：１式、構造物撤去工：１式、排水設備工：１式 

広場整備工：１式、サービス施設工：１式、仮設工：１式 

 

下記の理由により、設計変更を行う。 

 

(１) 契約後、請負人よりＩＣＴ活用工事の希望があり承諾したため、ＩＣＴ施工に

関連する費用（保守点検費、システム初期費、３次元出来形管理費、データ納品、

起工測量）が増工となる。 

(２) 工事開始後、現地測量の結果、敷地内(旧港島クリーンセンター跡地)に残置さ

れていた煙突基礎の一部撤去が必要となったため、構造物撤去工に伴う費用が増

工となる。 

(３) 工事開始後、テニスコート敷地を東側へ拡幅整備することとなったため、関連

する工種(砂入り人工芝、防球フェンス他)が増工となる。 

(４) その他、現地精査により数量の増減生じる。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


